
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
七
号

重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
上
で

の
協
力
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る

法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
政
府
が
、
日
米
査
証
免
除
制
度
（
日
本
国
が
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
発
行
す
る
旅
券
を
所
持
す
る
同

国
の
国
民
の
一
部
に
つ
い
て
、
本
邦
へ
の
上
陸
に
際

し
、
外
国
に
駐
在
す
る
日
本
国
の
大
使
、
公
使
又
は
領

事
官
の
査
証
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
制
度
及
び

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
日
本
国
民
に
つ
い
て
実
施
し
て
い

る
同
様
の
制
度
を
い
う
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
下
で
安
全
な
国
際
的
な
渡
航
を
一
層
容
易
に
し
つ

つ
、
両
国
の
国
民
の
安
全
を
強
化
す
る
た
め
、
重
大
な

犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
捜
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
相
互
に
必
要
な
指
紋
情
報
等
を
交
換
す
る
た
め
の

枠
組
み
を
定
め
た
重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ

と
戦
う
上
で
の
協
力
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協

定
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一
　
合
衆
国
連
絡
部
局
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
協

定
第
三
条
１
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
国
内
連
絡
部

局
を
い
う
。

二
　
指
紋
情
報
　
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）

に
記
録
さ
れ
た
指
紋
を
い
う
。

三
　
特
定
指
紋
情
報
　
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
か
ら

採
取
さ
れ
た
指
紋
に
係
る
指
紋
情
報
を
い
う
。

四
　
照
合
用
電
子
計
算
機
　
特
定
指
紋
情
報
及
び
次
に

掲
げ
る
事
項
が
記
録
さ
れ
て
い
る
警
察
庁
長
官
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
特
定
の
者
に
係

る
指
紋
情
報
と
特
定
指
紋
情
報
と
を
照
合
し
て
そ
の

者
に
係
る
指
紋
情
報
が
当
該
電
子
計
算
機
に
記
録
さ

れ
て
い
る
か
否
か
及
び
当
該
指
紋
情
報
が
記
録
さ
れ

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
指
紋
情
報
に
係
る
当

該
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。

イ
　
当
該
特
定
指
紋
情
報
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
者
の

氏
名
、
生
年
月
日
、
出
生
地
、
性
別
、
身
長
又
は

体
重

ロ
　
当
該
特
定
指
紋
情
報
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
者
の

刑
事
の
処
分
の
経
歴

ハ
　
当
該
特
定
指
紋
情
報
に
係
る
指
紋
の
採
取
が
さ

れ
た
年
月
日
そ
の
他
の
当
該
指
紋
の
採
取
に
関
す

る
事
項

（
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
照
会
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）

第
三
条
　
警
察
庁
長
官
は
、
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
、
合

衆
国
使
用
電
子
計
算
機
（
合
衆
国
連
絡
部
局
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
よ
り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
照
合
用
電
子
計

算
機
に
特
定
の
者
が
識
別
さ
れ
て
い
る
旨
の
情
報
と
共

に
そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
っ

て
、
協
定
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
紋
情
報
に
関
す
る

照
会
を
受
け
た
と
き
は
、
照
合
用
電
子
計
算
機
よ
り
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
合
衆
国
使
用
電
子
計
算
機
に
送

信
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
が

照
合
用
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ

の
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

か
否
か
を
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
日
本
国
の
法
令
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ

と
の
あ
る
者

二
　
刑
事
上
の
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
受
け
た
こ

と
の
あ
る
二
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
身
体

の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
現
に
被
告
人
で
あ
る
者

ロ
　
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
を
受
け
た
者

ハ
　
公
訴
の
提
起
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
の

い
ず
れ
を
も
受
け
て
い
な
い
者
（
刑
事
訴
訟
法
第

二
百
四
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
事

件
が
検
察
官
に
送
致
さ
れ
な
か
っ
た
者
及
び
少
年

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十

八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
二

項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
十
四
条
第
一

項
の
決
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

三
　
逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
所
在
が
不

明
で
あ
る
二
十
歳
以
上
の
者
の
う
ち
国
家
公
安
委
員

会
規
則
で
定
め
る
も
の

２
　
警
察
庁
長
官
は
、
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
、
合
衆
国

使
用
電
子
計
算
機
よ
り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
照
合

用
電
子
計
算
機
に
特
定
の
者
が
識
別
さ
れ
て
い
な
い
旨

の
情
報
と
共
に
そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
を
送
信
す
る

方
法
に
よ
っ
て
、
協
定
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
紋
情

報
に
関
す
る
照
会
を
受
け
た
と
き
は
、
照
合
用
電
子
計

算
機
よ
り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
合
衆
国
使
用
電
子

計
算
機
に
送
信
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
係
る

指
紋
情
報
が
照
合
用
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
て
い
る

か
否
か
を
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
追
加
の
情
報
の
提
供
の
要
請

を
受
け
た
場
合
の
措
置
）

第
四
条
　
警
察
庁
長
官
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

の
者
に
係
る
指
紋
情
報
が
照
合
用
電
子
計
算
機
に
記
録

さ
れ
て
い
る
旨
（
同
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
が
照
合
用
電
子
計
算
機
に
記

録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
者
が
同
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
旨
）
を
回
答
し
た
場
合
に

お
い
て
、
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
、
協
定
第
五
条
１
の

規
定
に
よ
る
そ
の
者
に
係
る
追
加
の
情
報
の
提
供
の
要

請
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
要
請
が
あ
っ
た
時
に
現
に

照
合
用
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
（
第
二

条
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
要
請
の
目
的
に
照
ら
し

て
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
警
察
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
合
衆
国
連
絡

部
局
に
対
し
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
利
用
に
関
す

る
条
件
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
提
供
し
た
情
報
の
利
用
に
係
る
同
意
等
）

第
五
条
　
警
察
庁
長
官
は
、
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
、
前

条
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
情
報
の
利
用
に
係
る
協
定

第
八
条
５
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
同
意
又
は
第
三
条
の

規
定
に
よ
り
回
答
し
、
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
り

提
供
し
た
情
報
の
開
示
に
係
る
協
定
第
八
条
７
の
規
定

に
よ
る
同
意
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
内
容

に
つ
い
て
同
意
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
そ
の
旨

を
合
衆
国
連
絡
部
局
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
）

第
七
条
　
警
察
庁
長
官
は
、
照
合
用
電
子
計
算
機
に
記
録

さ
れ
た
特
定
指
紋
情
報
そ
の
他
の
第
三
条
か
ら
第
五
条

ま
で
の
措
置
に
係
る
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損

の
防
止
そ
の
他
こ
れ
ら
の
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め

に
、
照
合
用
電
子
計
算
機
に
係
る
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能

（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
い
う
。
）
の
高
度
化
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
外
務
大
臣
の
措
置
）

第
八
条
　
外
務
大
臣
は
、
日
米
査
証
免
除
制
度
の
下
で
安

全
な
国
際
的
な
渡
航
を
一
層
容
易
に
し
つ
つ
、
両
国
の

国
民
の
安
全
を
強
化
す
る
上
で
協
定
が
果
た
す
役
割
に

鑑
み
、
協
定
の
実
施
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
）

第
九
条
　
警
察
庁
長
官
、
法
務
大
臣
、
出
入
国
在
留
管
理

庁
長
官
及
び
外
務
大
臣
は
、
協
定
の
実
施
に
関
し
、
相

互
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第

一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
二
八
日
法
律
第
四
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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